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１．はじめに：管内の食鳥処理場において、食鳥肉の微生物汚染を防止することを目的と

した施設の改修が行われ、処理方法が大幅に変更された。そこで、処理方法の変更前後に

おいて、内臓摘出工程における食鳥とたいの微生物汚染の改善状況を拭取り検査により検

証した。一般に食鳥とたいの汚染度は、皮膚表面の細菌数等を指標としているが、生体に

おける皮膚の汚染がバックグランドにあるため、拭取り検査の結果をもって直ちに工程に

おける汚染を評価することは困難である。このため、今回、食鳥とたい表面に布製滅菌テ

ープを取付け、工程通過後にテープを回収し、これに付着した細菌数を測定する方法によ

り汚染の評価を行った。 

２．材料及び方法：食鳥処理施設の改修前の任意の３日間及び、改修直後の２日間、改修

後の指導後の２日間において、各 34 検体をサンプリングして調査した。テーピング用テ

ープ（ピップキネシオロジー○R テープ、ピップフジモト㈱）を 37.5mm×50mm 大として滅菌

し、脱羽後の食鳥とたいの胸部に位置するように固定し、食鳥処理工程を通過させた。内

臓摘出後にテープを回収して検体とし、一般生菌数及び大腸菌群数について「食鳥処理場

における HACCP 方式による衛生検査指針」（以下、指針という）に準じて検査を行った。 

３．結果：一般生菌数の平均値は、施設改修前 3.5×104CFU/cm2（n=102）、改修後 1.8×

104CFU/cm2 (n=68)、指導後 1.8×103CFU/cm2 (n=68)と順に減少した。大腸菌群数において

も同様に菌数が減少した。また、一般生菌数が指針による目標基準値（1.0×104CFU/cm2）

以下であったものは、施設改修前 35.3％、改修後 58.8％、指導後 97.1％と衛生上の改善

が認められた。 

４．考察：施設改修後は、内臓摘出工程における消化管破損による汚染がなくなり、また、

指導による工程作業の見直しによって、より汚染防止の対策が図られたことが検査結果か

ら裏付けられた。今回用いた滅菌テープによる方法は、工程ごとの細菌汚染を評価する場

合に有用であり、検査結果を用いて工程ごとにきめ細かな衛生指導が可能であると考えら

れた。今後、この方法を応用し衛生指導に役立てたい。 


